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【手続補正書】
【提出日】平成23年9月12日(2011.9.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操舵部材の操舵角に対する転舵輪の転舵角の比としての伝達比を変更可能な伝達比可変
機構を備える車両用操舵装置において、
　上記伝達比可変機構は、操舵部材に連なり第１の軸線の回りに回転可能な入力部材と、
転舵輪に連なり第１の軸線の回りに回転可能な出力部材と、第１および第２の端面を有し
、入力部材および出力部材を差動回転可能に連結する第１の軌道輪と、第１の軌道輪を転
動体を介して回転可能に支持する第２の軌道輪と、第２の軌道輪を回転駆動可能なアクチ
ュエータと、を含み、
　第１および第２の軌道輪の中心軸線としての第２の軸線が、第１の軸線に対して傾斜し
ており、
　入力部材および出力部材は、第１の軌道輪の対応する端面に対向する動力伝達面を有し
、
　第１の軌道輪の各端面および当該端面に対応する動力伝達面を動力伝達可能に係合させ
る凹凸係合部が設けられ、
　凹凸係合部は、各端面および当該端面に対応する上記動力伝達面の一方に設けられた凸
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部と、他方に設けられ上記凸部と係合する凹部とを含み、
　上記第１の軌道輪は、内輪であり、内輪軌道を形成する外周を有する環状の内輪本体と
、上記第１の端面を形成する第１の部材と、上記第２の端面を形成する第２の部材とを有
し、
　上記第１および第２の部材は、互いに別体に形成され且つ互いに同行移動可能に結合さ
れて上記内輪本体に固定されていることを特徴とする車両用操舵装置。
【請求項２】
　請求項１において、上記第１および第２の部材のそれぞれは、上記内輪本体の内周に嵌
合された筒状部と、筒状部の一端から筒状部の径方向外方へ延び内輪本体の対応する端面
に沿う環状フランジとを有し、
　上記第１の軌道輪としての内輪の端面は、各上記環状フランジに設けられている車両用
操舵装置。
【請求項３】
　請求項２において、上記第１および第２の部材の筒状部の外周は、内輪本体の内周に圧
入された圧入部と、逃げ凹部とを含み、
　上記逃げ凹部と内輪本体の内周との間に隙間が設けられ、
　上記内輪の軸方向に関して、上記第１および第２の部材の上記圧入部の間に、上記第１
および第２の部材の上記逃げ凹部が、互いに隣接して配置されている車両用操舵装置。
【請求項４】
　請求項２または３において、上記第１および第２の部材の上記筒状部が互いに凹凸係合
することにより、上記第１および第２の部材の相対回転が規制されている車両用操舵装置
。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　上記目的を達成するため、本発明は、操舵部材（２）の操舵角（θ１）に対する転舵輪
（４Ｌ，４Ｒ）の転舵角（θ２）の比としての伝達比（θ２／θ１）を変更可能な伝達比
可変機構（５）を備える車両用操舵装置（１）において、上記伝達比可変機構は、操舵部
材に連なり第１の軸線（Ａ）の回りに回転可能な入力部材（２０）と、転舵輪に連なり第
１の軸線の回りに回転可能な出力部材（２２）と、第１および第２の端面（７１，７３）
を有し、入力部材および出力部材を差動回転可能に連結する第１の軌道輪（３９１）と、
第１の軌道輪を転動体（３９３）を介して回転可能に支持する第２の軌道輪（３９２）と
、第２の軌道輪を回転駆動可能なアクチュエータ（２３）と、を含み、第１および第２の
軌道輪の中心軸線としての第２の軸線（Ｂ）が、第１の軸線に対して傾斜しており、入力
部材および出力部材は、第１の軌道輪の対応する端面に対向する動力伝達面（７０，７２
）を有し、第１の軌道輪の各端面および当該端面に対応する動力伝達面を動力伝達可能に
係合させる凹凸係合部（６４，６７）が設けられ、凹凸係合部は、各端面および当該端面
に対応する上記動力伝達面の一方に設けられた凸部（６５，６８）と、他方に設けられ上
記凸部と係合する凹部（６６，６９）とを含み、上記第１の軌道輪は、内輪であり、内輪
軌道（１６８）を形成する外周（１５３ａ）を有する環状の内輪本体（１５３）と、上記
第１の端面を形成する第１の部材（１５１）と、上記第２の端面を形成する第２の部材（
１５２）とを有し、上記第１および第２の部材は、互いに別体に形成され且つ互いに同行
移動可能に結合されて上記内輪本体に固定されていることを特徴とする（請求項１）。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【０００７】
　また、この場合、内輪本体と第１の部材および第２の部材がそれぞれ別体に形成されて
いる。これにより、内輪本体の製造中間体について、単品の状態で切削加工等を施して内
輪軌道を形成することができる。例えば、単一の部材からなる第１の軌道輪の製造中間体
に凹部または凸部を形成することに加え、内輪軌道を形成することで内輪を形成する場合
と比べて、製造にかかる手間をより少なくできる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　また、本発明において、上記第１および第２の部材のそれぞれは、上記内輪本体の内周
（１５３ｄ）に嵌合された筒状部（１５４，１５９）と、筒状部の一端から筒状部の径方
向外方へ延び内輪本体の対応する端面（１５３ｂ，１５３ｃ）に沿う環状フランジ（１５
５，１６０）とを有し、上記内輪の端面は、各上記環状フランジに設けられている場合が
ある（請求項２）。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　この場合、第１の部材の環状フランジと第２の部材の環状フランジとで、内輪本体を挟
持することができる。これにより、内輪本体と、第１および第２の部材との互いの結合力
をより高くできる。
　また、本発明において、上記第１および第２の部材の筒状部の外周（１７１，１７２）
は、内輪本体の内周に圧入された圧入部（１７３，１７５）と、逃げ凹部（１７４，１７
６）とを含み、上記逃げ凹部と内輪本体の内周との間に隙間（Ｄ）が設けられ、上記内輪
の軸方向に関して、上記第１および第２の部材の上記圧入部の間に、上記第１および第２
の部材の上記逃げ凹部が、互いに隣接して配置されている場合がある（請求項３）。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　この場合、内輪本体と、第１および第２の部材との結合強度を十分に確保できる。また
、逃げ凹部が設けられている。これにより、内輪本体が圧入部に圧入されることに起因す
る軸受の内部すきまの変動を抑制することができる。したがって、軸受の内部隙間の管理
が容易である。
　また、本発明において、上記第１および第２の部材の上記筒状部が互いに凹凸係合する
ことにより、上記第１および第２の部材の相対回転が規制されている場合がある（請求項
４）。この場合、第１および第２の部材の相対回転を確実に規制することができる。
 


	header
	written-amendment

